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（写） 

請願第１号 

令和７年５月７日 受理 

 

請 願 書 

 

【請願の要旨】 

本荘東小学校区学童保育施設を小学校敷地内へ設置することを由利本荘市に求める

請願 

 

紹介議員 

由利本荘市議会議員  大 友 孝 徳 

           阿 部 十 全 

           松 本   学 

           橋 島 達 也 

           粟 野 希 穂 

 

【請願の理由】 

 私たち保護者は、「新設の統合小学校なのだから、学童保育施設は当たり前に敷地内に設

置される」と思っておりましたが、昨年 11月に突然「市民交流学習センターを改修し設置」

を、あたかも決定したかのように説明を受けました。 

 保護者はこれを受け、我が子が想定外の危険にさらされることに憤りを感じ「我が子の

放課後の安全を、市役所の都合で曲げてほしくない」という思いに至り、2,488筆の署名を

集め市長に提出いたしました。先日５月１日の説明会では「市民交流学習センターでは不

安で預けたくない。でも預けないと働けない･･･」と涙声で訴える保護者もいました。 

 本荘東中学校区統合小学校の開設計画に伴い「開校準備委員会」が令和３年 10月から開

設されるも、行政の縦割りの弊害なのか、そこでは学童保育施設は取り上げられていませ

ん。同時期より学童保育施設利用保護者の方も入れた準備委員会を開設すべきではなかっ

たでしょうか。この遅延は明らかに由利本荘市当局の失策であり、子供たちに、その犠牲を

強いてはいけません。 

 「市民交流学習センター改修設置案」は、第三期子ども・子育て支援事業計画に示されて

いる「質の高い保育を通じた、こどもまんなか社会の実現」、「子育てが楽しいまち由利本

荘市」という理念に反します。 

 国の放課後児童対策パッケージ 2025には、「本来、学童保育は学校敷地内に施設整備す

ることがよりよい」と示されております。湊市長は「費用を含めて総合的に判断してセンタ

ー内への設置を決めた」とのことですが、複数回にわたり市職員からの説明を聞き、市議会

教育民生常任委員会も傍聴しましたが、費用面以外に市民交流学習センター改修案のメリ



- 2 - 

 

ットは見受けられず、国・市の大方針に背く根拠は皆無です。 

 市民交流学習センターは通行量の多い国道 107 号に面しており、保護者がお迎えに来る

午後５時から７時が最も混雑し、出入りによる渋滞が容易に予想されますが、由利本荘市

当局の安全対策は付け焼き刃的なものしかなく、子供たちのみならず、広く市民全体の安

心・安全が担保されません。 

 本荘東小学校は海抜 10メートルなのに対し、市民交流学習センターは海抜４メートルし

かなく、昨年の豪雨で越水被害をもたらした子吉川から至近にあります。頻発する豪雨災

害を考慮すると、市民交流学習センターでは、安心・安全は担保されません。 

 つきましては、どうか私たち保護者の思いをお酌み取りいただき、下記事項について由

利本荘市に求めることを請願いたします。 

 

記 

 

本荘東小学校区学童保育施設を小学校敷地内へ設置すること。 

 

 

令和７年５月５日 

 

 由利本荘市議会議長  長 沼 久 利 様 

 

本荘東小学校学童保育施設を案ずる保護者の会 

代表  加 藤  明 ㊞ 
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（写） 

請願第２号 

令和７年５月７日 受理 

 

請 願 書 

 

【請願の要旨】 

地方財政の充実・強化を国に求める意見書提出についての請願 

 

紹介議員 

由利本荘市議会議員  粟 野 希 穂 

 

【請願の理由】 

今、地方公共団体には、急激な少子高齢化に伴う社会保障制度の整備、子育て施策、人口

減少下における地域活性化対策はもとより、ＤＸの推進、脱炭素化、物価高騰対策など、極

めて多岐にわたる新たな役割が求められています。加えて、多発化する大規模災害への対

応や新興感染症への備えも求められる中、地域公共サービスを担う人員は圧倒的に不足し

ており、職場における疲弊感は日々深刻化しています。 

政府はこれまで「骨太方針」に基づき、地方一般財源の前年度水準を確保する姿勢を示し

てきました。しかし、増大する行政需要と不足する人員体制に鑑みれば、今後はより積極的

な財源確保が求められます。 

このため、2026 年度政府予算また地方財政の検討にあたっては、現行の地方一般財源水

準確保から積極的に踏み出し、社会全体として求められている賃上げ基調に相応する人件

費の確保を含めた地方財政を実現することが必要です。 

以上の趣旨から、下記事項につき、地方自治法第99条に基づき国に対して意見書を提出

していただきますよう請願いたします。 

 

記 

 

１．社会保障の充実、地域活性化、自治体ＤＸ、脱炭素化、物価高騰対策、防災・減災、

地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握するとと

もに、それを支える人件費を重視しつつ、現行の水準にとどまらない、より積極的な

地方財源の確保・充実を図ること。 

 

２．とりわけ、子育て対策、地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援など、より高

まりつつある社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、引き

続き、地方単独事業分も含めた、十分な社会保障経費の拡充を図ること。特に、これ
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らの分野を支える人材確保に向けた自治体の取組を十分に支える財政措置を講じるこ

と。 

 

３．地方交付税の法定率を引き上げるなどし、引き続き臨時財政対策債に頼らない、より

自律的な地方財政の確立に取り組むこと。また、地域間の財源偏在性の是正に向けて

は、所得税や偏在性がより小さい消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行う

など、より抜本的な改善を行うこと。 

 

４．政府として減税政策を検討する際は、地方財政を棄損することがないよう、あらかじ

め「国と地方の協議の場」を活用するなどし、特段の配慮を行うとともに、地方財政

への影響が想定される場合は、確実にその補填を行うこと。 

 

５．「地方創生推進費」として確保されている１兆円については、現行の財政需要におい

て不可欠な規模となっていることから、恒久的財源としてより明確に位置づけること。

また、その一部において導入されている行革努力や取組の成果に応じた算定方法は、

標準的な行政水準を保障するという地方交付税制度の趣旨に反することから、今後採

用しないこと。 

 

６．会計年度任用職員においては 2024 年度から勤勉手当の支給が可能となったものの、

今後も当該職員の処遇改善や雇用確保が求められることから、引き続き、その財政需

要を十分に満たすこと。 

 

７．諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対する特別交付税の減額措置

について、地域手当はその対象から除外されたものの、寒冷地手当、期末・勤勉手当

等については依然、その措置が残されていることから、自治体の自己決定権を尊重し、

これらの減額措置を早期に廃止すること。 

 

８．自治体業務システムの標準化・共通化に向けては、その移行に係る経費はもとより移

行の影響を受けるシステムの改修経費や大幅な増額が見込まれるシステム運用経費ま

で含め、必要な財源を補填すること。また、戸籍等への記載事項における「氏名の振

り仮名」の追加やマイナンバーカードと健康保険証・運転免許証の一体化など、自治

体ＤＸに伴うシステム改修や事務負担、人件費の増大が想定される際は、十分な財政

支援を行うこと。 

 

９．地域の活性化に向けて、その存在意義が改めて重視されている地域公共交通につい

て、公共交通専任担当者の確保を支援するとともに、こども・子育て政策と同様、普

通交付税の個別算定項目に位置づけ、一層の施策充実を図ること。 
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10．人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地方交

付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図ること。 

 

11．自治体の行う事業において、労務費の適切な価格転嫁が果たされるよう、必要な財政

支援を行うこと。 

 

 

令和７年５月７日 

 

 由利本荘市議会議長  長 沼 久 利 様 

 

連合秋田本荘地域協議会 

議長  清 野 英 之 ㊞ 
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（写） 

陳情第４号 

令和７年５月７日 受理 

 

陳 情 書 

 

【陳情の要旨】 

 豊かな学びの実現及び教職員定数改善並びに義務教育費国庫負担割合引上げを図る

ための 2026年度政府予算に係る意見書提出についての陳情 

 

【陳情の理由】 

学校現場では、「貧困」「いじめ」「不登校」「カリキュラム・オーバーロード」「教

職員の長時間労働」など解決すべき課題が山積しており、子供たちの豊かな学びを保障す

るための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。

また、新型コロナウイルス感染症対策に伴い新たな業務も発生しています。豊かな学びや

学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定

数改善が不可欠です。 

2021 年の法改正により、小学校の学級編制標準は段階的に 35 人に引き下げられている

ものの、今後は小学校にとどまることなく、中学校・高等学校での早期実施も必要です。加

えて、きめ細かい教育活動を進めるためには、さらなる学級編制標準の引下げ、少人数学級

の実現が必要です。 

秋田県においては、厳しい財政状況の中でも、一人一人の子供に教職員の目を行き渡ら

せるため、独自の少人数学級を実施しているところですが、義務教育費国庫負担割合は３

分の１と少なく、自治体財政を圧迫している状況にあります。 

2026 年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう、地方自治法第 99 条の規定

に基づき衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣に対

して意見書を提出してくださるよう陳情いたします。 

 

記 

 

 １．子供たちの教育環境改善及び教職員の働き方改革並びに長時間労働是正のために、

加配教員の増員や少数職種の配置増など教職員定数改善を推進すること。また、中学

校・高等学校における 35人学級を実施すること。 

 ２．自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう、加配

の削減は行わないこと。 

３．教育の機会均等と水準の維持向上を図り、地方財政を確保するため、義務教育費国庫
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負担割合を引き上げること。 

４．教育課程の時数と内容の過多（カリキュラム・オーバーロード）は、子供や教職員に

過大な負担となることから、学習指導要領の内容の精選等を行うこと。 

５．新規採用を持続的に確保し、専門性を発揮し意欲を持って働くことができるよう、教

職員の待遇改善に必要な財源措置を講ずること。 

６．新卒者の就業機会や教職員の年齢構成バランスの確保等の観点を十分に考慮し、全

ての自治体で定年引上げ期間中に教職員の安定的な新規採用ができるよう、定数加配

措置をはじめとした必要な財政措置を講ずること。 

 

 

令和７年５月２日 

 

 由利本荘市議会議長  長 沼 久 利 様 

 

秋田県教職員組合 

執行委員長  小 林 久美子 ㊞ 

 


